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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成19年６月25日に提出いたしました第10期（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）有価証券

報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提

出するものであります。

　

２ 【訂正事項】

第一部　企業情報

　第２　事業の状況

　　２　生産、受注及び販売の状況

　第４　提出会社の状況

　　６　コーポレート・ガバナンスの状況

　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

　

第一部【企業情報】

　第２【事業の状況】

　　２【生産、受注及び販売の状況】

　

（訂正前）

（1）～（2）（省略）

（3）売上実績

当連結会計年度における事業の種類別セグメントごとの売上実績は以下のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 売上高（千円） 前年同期比（％）

インターネット関連事業 1,470,118 17.6

ファイナンス・インキュベーション事業 3,859,585 496.2

合計 5,329,703 181.0

(注) １．上記の金額は、セグメント間の内部売上高を除いております。

２．ファイナンス・インキュベーション事業売上高には、ファイナンス・インキュベーション事業セグメントで

運用している投資事業組合の管理報酬、成功報酬が含まれております。

３．主な相手先別の売上実績及び当該売上実績の総売上実績に対する割合は以下のとおりであります。

相手先

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日 
   至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
    至　平成19年３月31日）

売上高 (千円) 割合 (％) 売上高 (千円) 割合 (％)

ネットエイジキャピタルパート
ナーズⅠ

407,351 21.5 2,964,961 55.6

㈱リクルート 233,890 12.3 398,053 7.5

三井物産㈱ 22,860 1.2 ― ―

(注)　ネットエイジキャピタルパートナーズⅠは当社100％子会社のngi capital㈱と他投資会社で共同運営す

る投資ファンドであり、当社グループの出資比率は30.0％であります。

４．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

（訂正後）
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（1）～（2）（省略）

（3）売上実績

当連結会計年度における事業の種類別セグメントごとの売上実績は以下のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 売上高（千円） 前年同期比（％）

インターネット関連事業 1,470,118 17.6

ファイナンス・インキュベーション事業 3,859,585 496.2

合計 5,329,703 181.0

(注) １．上記の金額は、セグメント間の内部売上高を除いております。

２．ファイナンス・インキュベーション事業売上高には、ファイナンス・インキュベーション事業セグメントで

運用している投資事業組合の管理報酬、成功報酬が含まれております。

３．主な相手先別の売上実績及び当該売上実績の総売上実績に対する割合は以下のとおりであります。

相手先

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日 
   至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
    至　平成19年３月31日）

売上高 (千円) 割合 (％) 売上高 (千円) 割合 (％)

ネットエイジキャピタルパート
ナーズⅠ

405,766 21.4 2,971,508 55.8

㈱リクルート 233,890 12.3 398,053 7.5

三井物産㈱ 22,860 1.2 ― ―

(注)　ネットエイジキャピタルパートナーズⅠは当社100％子会社のngi capital㈱と他投資会社で共同運営す

る投資ファンドであり、当社グループの出資比率は30.0％であります。

４．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

　第４【提出会社の状況】

　　６【コーポレート・カバナンスの状況】

　

（訂正前）

（1）～（5）　　（省略）

　

（6）責任限定契約の内容の概要

当社は社外取締役及び会計監査人との間で会社法第427条第1項に規定される責任限定契約を締結するこ

とができると定款に規定しており、社外取締役との間で責任限定契約を締結しております。当該契約におい

ては損害賠償責任の限度額は法令が規定する額としております。

なお、会計監査人である太陽ＡＳＧ監査法人とは責任限定契約は締結しておりません。

　

（後略）
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（訂正後）

（1）～（5）　　（省略）

　

（6）責任免除及び責任限定契約の内容の概要

当社は、定款第24条第１項、定款第33条及び会社法第426条第１項の規定に基づき、取締役会の決議を以て

会社法第423条第１項の規定する取締役（取締役であった者を含む）及び執行役（執行役であった者を含

む）の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款で定めております。

以上は、取締役及び執行役が、その期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものでありま

す。

当社は社外取締役及び会計監査人との間で会社法第427条第1項に規定される責任限定契約を締結するこ

とができると定款に規定しており、社外取締役との間で責任限定契約を締結しております。当該契約におい

ては損害賠償責任の限度額は300万円以上であらかじめ定めた額又は法令が規定する額のいずれか高い額

としております。

また、会計監査人である太陽ASG監査法人との間で責任限定契約を締結しております。当該契約において

は損害賠償責任の限度額は500万円以上であらかじめ定めた額又は法令が規定する額のいずれか高い額と

しております。

　

（後略）
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